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傘下のENEOSが産官学連携検討会を設立。
2040年に年100万トン超の創出を目指す
鉄鋼スラグを施肥材に活用し北海道などで
藻場育成、クレジットを創出
北九州市の事業所護岸で藻場再生、クレ
ジットを創出

熊野灘における藻場再生・維持活動プロジェ
クトを通じて、三重県・愛知県内で初のJBE
が認証した「Jブルークレジット」を発行。磯
焼けの原因の１つとされるウニの一種ガンガ
ゼの駆除、海藻の種を出す母藻の設置に取
り組み、CO₂吸収に貢献

紀北町、南伊勢町、三
重外湾漁業協同組合、
三重大学藻類学研究
室、鳥羽市水産研究
所、NPO法人SEA藻
（名古屋市）

2009年に、国連環境計画（UNEP）の報告書
において、海洋生態系に取り込まれた炭素が「ブ
ルーカーボン」と命名され、地球温暖化対策の新
たな選択肢として世界的に注目を集めました。
2020年以降の、温室効果ガス排出削減に向け
た国際的な枠組みであるパリ協定でも、既存イン
フラの早期撤退や新たな二酸化炭素回収・貯
留技術、CO₂吸収源対策などが必要だと考えら
れており、ブルーカーボンに対する関心が世界的
に高まっています。
ブルーカーボンとは、沿岸・海洋生態系に取り
込まれ、そのバイオマスや海底の土壌に蓄積さ
れる炭素のことです。ブルーカーボンは、大気中
のCO₂が光合成によって浅海域に生息する海洋
生態系に取り込まれ、CO₂を有機物として隔離・
貯留するメカニズムを持っています（図表１）。
日本では、2017年２月に財団法人等によって

ブルーカーボン研究会が設立され、検討・研究
が進められており、ブルーカーボンの有用性が認
められるとともに、CO₂吸収量の試算結果も公表
されています。そうした中、環境省はこのほど、
国連に毎年報告する国としてのインベントリ（温
室効果ガスの排出・吸収量）の算定にブルーカー
ボンを取り入れる方針を世界に先駆けて決定しま
した。日本は海岸線の長さと海洋面積がともに世
界６位の海洋国家であり、ブルーカーボンを生か
せる潜在力は特に大きいとされています。
ブルーカーボンは１年間のCO₂吸 収率が
30.5％と、陸の生態系を活用したグリーンカーボ
ンの吸収率12.5％と比べて高いことが注目され
る一方で、埋立てによる浅場の消失や海水の

水質低下、磯焼けなどが原因で、藻場が減少
し、CO₂が排出されてしまうという課題を抱えて
います。
そうした課題を解決するために、ブルーカーボ

ンに関する取り組みが国内の企業や団体、地方
自治体にも広がっています（図表２）。ENEOS
ホールディングス傘下のENEOSは2023年12月、
産官学連携の検討会を始め、港湾空港技術研
究所のほか海洋研究開発機構や産業技術総合
研究所、東京大学と組み、2040年までに100万
トン超のブルーカーボン創出目標を打ち立てまし
た。また、2023年２月、三重県内の５団体と名古
屋市のNPO法人SEA藻は共同で、ジャパンブ
ルーエコノミー技術研究組合（JBE）が認証した
Ｊブルークレジットを発行し、熊野灘における藻場
再生・維持活動プロジェクトを行っています。Jブ
ルークレジットは、事業活動によって排出される温
室効果ガスをできる限り削減するよう努力し、そ
れでも削減が難しい分を、Jブルークレジットを購
入することで、自社が排出した温室効果ガスの
全部または一部を埋め合わせることができる仕組
みです。
こうした取り組みは、CO₂排出量の削減や海
洋生態系の維持活動に直接的に取り組むこと
のできない企業においても、間接的に貢献する
ことができ、Jブルークレジットの取り組みを世界
的に広げていくことで、技術開発で先行する国
内企業の事業機会拡大にもつながることが期待
されます。
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ブルーカーボン

１．子どもに多い不慮の事故
子どもの死因は、成人のそれとは様相が異
なり、不慮の事故が上位を占めます。年齢や発
達の過程により、事故の種類も異なり、０歳で
は寝具などによる圧迫、吐乳の誤嚥などによ
る窒息が最も多く、寝返り、お座り、はいは
い、つかまり立ち、伝い歩き、ひとり歩きと運
動機能の発達により活動範囲が広がるにした
がって、１歳以上では、交通事故、溺死および
溺水による死亡が増えていきます。意外に思
うかもしれませんが、事故の多くは家庭内で
起きており、日常生活において身近にある物
や生活環境が原因となっているのです。
不慮というと、思いがけない、避けることの
できないことをイメージしますが、現代では
適切な対応により防止できる考え方になって
います。そのためには、まず子どもの発達段階
による特徴や行動特性を知り、家庭や地域社
会で事故防止対策を行うことが重要です。

２．子どもの事故の特徴
子どもの事故の特徴として、①身長に占める

頭の大きさの割合が大きい（転倒、転落がおき
やすい）、②運動発達が途上、③周囲の事物に対
する関心の発達が途上、④危険認知の発達が途
上、があげられます。子ども（６歳児）の視野
は、水平方向90度（成人150度）、垂直方向60度
（成人120度）であり、成人に比べて視野が狭い
ことが③、④と関連しているといえます。

３．乳幼児期の誤飲・誤嚥の防止について
子どもの発達段階に応じた事故防止として、
ここでは乳幼児期の誤飲・誤嚥について中心

に述べていきます。
赤ちゃんは、手につかんだ物をそれが何で
あるかを触ったりなめたりして確かめ、認知
機能を発達させていきます。ですが、それが危
険な物であるかの判断はまだできません。タ
バコ、コイン、ボタン電池など日常生活で身の
周りにある物が子どもにとっては危険な物で
もあるのです。乳幼児の最大口径とされる直
径39㎜（約４㎝）以下の物は気道閉塞の原因と
なるため、子どもの手の届くところに置かな
いのが原則です。身近な物で39㎜を見分ける
方法として、トイレットペーパーの芯を活用
してみてください。
また、乳幼児期は奥歯が生えそろっていな
いので噛む力が弱いうえに、表面がツルツル
したぶどう、ミニトマト、さくらんぼなどは喉
に詰まりやすいです。これらは４つに切り分
けて食べさせるようにしましょう。乾いた豆
類は５～６歳までは食べさせない方がよいと
されています。最近は、豆菓子のパッケージに
も注意書きがあるのを見かけます。乾いた豆
を誤嚥すると、気管に入り込んだ豆が水分を
含んで閉塞してしまうことや、かみ砕いた破
片が気管に入り込み炎症を起こす恐れがある
からです。これ以外に、仰向けや歩きながら食
べない、食べている時に驚かせないなどの配
慮も必要です。
このように、乳幼児期の事故防止は、特に周
囲の大人による安全管理が重要です。私たち大
人の知識や配慮によって、子どもの不慮の事故
を防ぐことが可能であり、事故防止の手立てを
することは、大人の責任であることを認識して
子どものかけがえのない命を守りましょう。
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子どもを不慮の事故から守ろう
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